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1. 管理運営業務の基本事項 

・ 会葬者・葬儀業者等への施設使用方法の的確な周知により、スムーズな運営を行うとともに、需要

増に対する準備を常に行います。 

・ 建物の特徴と市民の慣習に対応した、真摯で真心のこもったサービスを提供することで、利用者に

違和感無く快く利用して頂ける施設を目指します。 

・ 経験とノウハウにもとづき、的確な火葬炉の運転管理を行うことで、公害防止保証値を確実に守り、

地域住民の不安感を払しょくします。 

・ 施設の美観の維持、清掃や敷地内の植栽管理、樹木剪定や安全管理および、公害防止保証値

の遵守により、周辺住民に信頼され、地域に溶け込んだ運営を引き続き行います。 

・ 平時からの十分な準備と管理・人員体制の確保により、災害発生時でも市のすべての火葬需要に

十分に対応できる体制を構築します。 

・ 区画墓地や合葬式墓地の使用者募集、使用者の選考及び使用許可にかかる業務などを円滑に

実施します。 

・ 霊園においても、親切で公平な窓口対応でミスの無い各種書類の交付、受け渡しを実施し、確実

な料金徴収と納付を行います。 

・ 霊園で風水害、地震などの自然災害が発生した後には、霊園内を点検し、墓石の損壊等が発見さ

れた際にはその都度使用者へ文書で通知します。 

・ 霊園での雑草や落ち葉の除去、側溝清掃といった美観の保持に努めます。 

 

 

2. 業務時間及び休業日 

(1) 箕面市立聖苑 

休館日 1月1日  

開館時間 通常 

休館日前 

8:00～22:00 

8:00～18:00 

※窓口業務は朝9:00～17:00迄行います。 

※霊安庫の受付は、毎日24時間行います。 

 

(2) 箕面市立霊園 

休園日 なし  

開園時間  7:00～17:30 

 

(3) 夜間宿直業務に関しては、施設の夜間の安全確保とご遺族に対するサービスの向上を考慮し、

株式会社エムケイの警備部門に委託するものとします。これにより、夜間及び閉館中の巡回警備

等による安全な施設運営に努めます。 
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3. 法令等の遵守  

(1) 条例関係等  

・ 箕面市立斎場条例（平成22年 箕面市条例第26号）及び箕面市立斎場条例施行規則(平成22年 

箕面市規則第55号)  

・ 箕面市立霊園条例（平成22年 箕面市条例第27号）及び箕面市立霊園条例施行規則(平成22年 

箕面市規則第56号)  

(2) 関係法令等  

・ 墓地、埋葬等に関する法律  

・ 墓地、埋葬等に関する法律施行規則  

(4) その他関係法令等  

・ 地方自治法、地方自治法施行令、消防法、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、個人情

報保護法、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律、箕面市個人情報保護条例、箕

面市情報公開条例、箕面市廃棄物の発生抑制、資源化、適正処理等に関する条例、箕面市行政

手続条例、箕面市暴力団排除条例、箕面市契約規則等、その他業務の履行に必要とされる関係

諸法令 

 

4. 管理運営業務 

(1) 許可に関する業務  

ア） 利用の許可等、利用の制限、入場の制限、利用の許可の取消し等に関する業務は、箕面市立斎

場条例、箕面市立斎場条例施行規則のとおり取り扱います。 

・ 利用の受付は、インターネット予約システムにより行い、利用許可申請書を受理後、箕面市立聖苑

利用許可証を交付します。 

(2) 箕面市立斎場条例及び施行規則に基づいて、以下の業務を行います。 

ア） 毎日行うもの  

・ 開始前朝礼 

・ 場内及び炉内外清掃 

・ 火葬炉の点検及び、本社への結果報告 

・ 建築設備機器の点検 

・ 利用許可申請書の受付、箕面市立聖苑利用許可証の交付、規定された減免対象者の利用時の減

免措置 

・ 火葬許可証の写しの保存 

・ 火葬証明書の発行 

・ 利用料の徴収、領収書の発行 

・ 日報、火葬簿の作成 

・ 火葬予約システムの本予約への処理、翌日の火葬計画書の作成 

・ 施設内照明器具の点検・交換 

・ 式場及び控室の使用後の点検 

・ 植栽への散水（夏季） 
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イ） 毎月行うもの 

・ 月報の作成及び当該月報を箕面市役所に提出 

・ 火葬炉の月点検及び、本社への結果報告 

ウ） 年間計画で行うもの 

・ 防災・消防訓練（年2回） 

・ 停電訓練（自家発電の起動年2回） 

・ 火葬炉緊急動作訓練（適時、火葬の少ない日に実施） 

・ 建築設備機器の定期点検 

・ 火葬炉の総合点検（年2回） 

・ 火葬炉の補修工事 

 

(3) 火葬に関する業務  

ア） 火葬炉の運転は、炉メーカーの作成した運転操作マニュアルに従い実施し、業務遂行にあたり、

事故が発生しないよう必要な措置を講じます。  

イ） 柩到着から火葬終了まで円滑に業務を遂行します。  

ウ） 収骨時間を使用者に通知し、収骨について適切な指示を行います。  

エ） 火葬の際には排ガス、臭気、騒音の公害防止保証値を遵守します。 

オ） その他火葬に係る業務を行います。  

カ） 施設特徴・地域慣習を踏まえた会葬者の心情に寄り添う接遇をします。 

・ 炉前の接遇スタッフの重点配置と、真摯で真心のこもった接遇により、箕面市になじみ、地域住民

が違和感無く、快く利用していただける施設づくりを目指します。 

・ 箕面市の葬送慣習を踏まえたうえで、受入から退出まで、移りゆく会葬者の心情に寄り添う接遇を

行います。 

キ） 豊富な火葬場運営経験を踏まえた、きめ細やかな接遇サービスを提供します。 

・ 過去の経験に基づき、会葬者目線に立った細やかな接遇サービスを徹底し、最期のお別れの場と

して相応しい場所と時間を会葬者に提供します。 

ク） 厳粛な雰囲気のなかでの接遇 

・ 清潔感あふれ、厳粛な雰囲気の制服を採用します。また、毎朝、チェックリストに基づいた身だしな

みチェックを職員同士で行います。 

・ 高度に自動化された清潔な火葬炉により、炉前・炉裏で同じ制服を着用し、炉前・炉裏の相互サポ

ートをスムーズに行います。 
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ケ） 告別時・収骨時における配慮 

・ 故人のお迎えは、規律正しい一礼で行います。 

・ 告別式中の僧侶による読経や焼香の準備、ご遺族の立つ位置等の説明を厳粛に丁寧に行いま

す。 

・ 柩の移動及び化粧扉を閉める際には礼拝を行い、故人の尊厳を損なわないよう進行させます。 

・ 最期のお別れは進行を決してせかさず、ご遺族の気持ちと一緒になり進行できるように心がけま

す。 

・ 収骨の儀が執り行われる旨をお伝えし、各参列者の立つ位置を説明し、収骨の開始の承諾を得ま

す。 

・ 収骨のお手伝いをさせていただく旨を伝え、骨上げの説明をします。 

・ 骨上げの際は、ご遺族が足元の方より骨上げをしてもらい、お骨が大きく骨壺に入らない場合は、

体の部分のお骨を砕くことを承諾いただきます。 

・ 最後に合掌をお願いし、残ったお骨の共同埋葬を説明し、お忘れ物がないようお願いし、お見送り

します。 

コ） 火葬炉設備の日常点検・定期点検・清掃・修繕 

・ 火葬炉等の機能について、日常的に点検を実施します。点検項目、点検方法は炉メーカーの作

成した点検マニュアルに従います。  

・ 火葬炉の日常清掃をこまめに行い、火葬炉設備を清潔に保ち、異常の早期発見に努めます。 

・ 日常点検・清掃の結果に基づいて総合点検を年2回行い、次年度の維持管理計画を策定し、市に

報告することで、設備の延命化に努めます。 

サ） ダイオキシン類等 

・ 火葬炉の公害防止機能を効率的に発揮できるよう適切な運転を実施します。年1回、排ガス中のダ

イオキシン類調査を外部機関に委託し、結果を市に報告します。 

・ 集じん灰のダイオキシン類の調査を年1回外部機関に委託し、結果を市に報告します。 

シ） 残骨灰・集じん灰処理 

・ 残骨灰と集じん灰は、各吸引装置より別々に袋詰めし、漏れ出さない様に袋の口を紐で縛って集

じん室に保管します。中間処理場及び最終処分地を証明する文書が発行できる㈱ヤマモトに委託

し、年4回程度搬出します。 

 

(4) 聖苑・霊園の施設、設備等の維持管理に関する業務  

・ 利用者が安心して施設を使用できるように適正な状態を維持します。  

・ 施設の安全管理を行うにあたり、点検の記録及び対応チェックリストを作成しそれに基づき、施設の

点検を実施します。 

・ 問題があれば迅速かつ的確に処理し、その処理結果を記録し、市に報告します。 

・ 省エネルギーを推進するとともに、ライフサイクルコストの削減に取り組みます。  

・ ビル管理の経験豊富な㈱日経サービスに委託します。 

 



令和 5 年度 事業計画書 

 6 / 16 
 

・ 下記、法定点検を実施します。 

 管理内容 回数 

1 高所作業用電動リフト保守点検業務 年 1 回 

2 
中央監視盤保守点検管理業務及び自動制御装置 

保守点検管理業務 

巡回点検 年 3 回 

総合点検 年 1 回 

3 自家発電設備保守点検業務 年 2 回 

4 
ガスヒートポンプエアコン及びヒートポンプエアコンの保守

点検業務 

冷暖房稼働前の年 2 回 

5 送排風機類保守点検業務 年 1 回 

6 空調換気扇保守点検業務 年 2 回 

7 ポンプ保守点検業務（空調・衛生用） 年 1 回 

8 受変電設備保守点検業務 月 1 回 

9 直流電源保守点検業務 年 1 回 

10 ガス吸収式冷温水発生器保守点検業務 

年 6 回 

（シーズンオフ 2 回、シーズン

イン 2 回、シーズンオン 2 回） 

11 冷却塔保守点検、清掃業務 年 2 回 

12 冷却水レジオネラ属菌検査 冷却塔使用期間中に年 1 回 

13 空気調和機保守点検業務 年 2 回 

14 ファンコイルユニット保守点検業務 年 2 回 

15 給湯用補助水槽保守点検業務 年 2 回 

16 給湯用ストレージタンク点検清掃業務 年 1 回 

17 給湯水質検査 年 2 回 

18 給湯ボイラー保守点検業務 年 3 回 

19 バトンカーテン設備保守点検業務 年 1 回 

20 雨水利用設備保守点検業務 年 2 回 

21 井水利用設備保守点検業務 実施せず ※ 

22 雑用水水質検査 実施せず ※ 

23 さく井設備保守点検業務 実施せず ※ 

24 空気環境測定業務（測定ポイント 9 カ所） 年 6 回 

25 排水槽清掃業務 年 2 回 

26 ねずみ等の調査及び防除業務 
年 2 回、ただし駆除作業は定

期的に実施 

27 消防設備点検業務 
機器点検 年 2 回 

総合点検 年 1 回 

28 防火対象物定期点検業務 年 1 回 

29 エレベーター保守点検業務 
保守点検 月１回 

定期検査 年１回 

30 自動ドア（光感型 17 カ所）保守点検業務 年 4 回 

31 火葬炉自動扉（押しボタンスイッチ型 8 台）保守点検業務 年 1 回 

32 オゾン脱臭装置保守点検業務 年 1 回 

33 建築設備定期検査 年 1 回 

34 巡回設備点検業務 月 2 回 

35 防火設備定期検査 年 1 回 

36 特定建築物定期調査業務 
3 年毎に 1 回のため対象外 

次回は R7 年実施 

※井水渇水に伴い、上水道の利用が正式に決定したことをうけ、保守点検業務を見送り。 
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ア） 修繕について 

施設及び設備を定期的に点検し、不具合を発見した場合は、直ちに市へ報告するとともに、使用

を一時停止又は応急措置をする等、修繕・改善の措置をとります。 

ただし、修繕費が１件あたり 10 万円（消費税等を含む）以上の修繕は市と協議を行います。 

イ） 清掃業務 

・ 敷地内及び施設内の美観を維持し、衛生面及び安全面に配慮して、施設利用者にとって快適な

施設環境を提供するため、月間及び年間の予定表を作成し、計画的に清掃を実施します。 

・ 業務日報を作成します。 

・ 予定表になくとも、必要と認められる場合は適宜清掃を実施します。 

・ リサイクル、ごみ減量等に配慮し、産業廃棄物の処理に当たっては、箕面市廃棄物の発生抑制、

資源化、適正処理等に関する条例を遵守し、責任をもって処理します。 

・ 施設利用に伴うごみは、利用者及び葬儀業者が持ち帰るよう周知します。 

・ 聖苑開設以来清掃業務に従事した実績のある大阪美装工業㈱と、箕面市シルバー人材センター

に委託します。 

清掃箇所 実施内容 回数 

聖苑建物 内部 
通夜等のため 24 時間使用している等、施設の特殊

性を配慮し、業務に支障ない時間帯に実施 

1/1 を除く毎日 

聖苑建物 外部 

11 月中旬～12 月中旬 月曜日～金曜日の午前中 

上記以外の期間 

週 5 回 

週 1 回 

池清掃 適宜 

霊園 

園内清掃 適宜 

側溝清掃 年 1 回 

トイレ清掃 週 1 回 

駐車場周りの清掃 適宜 

ゴミ回収 週 1 回 

合葬式墓地の清掃 適宜 

ウ） 樹木管理 

・ 施設敷地内の緑樹を保護・育成し、利用者に美しく快適な環境を提供するため、適切な散水・害

虫駆除・剪定及び外構と池の清掃等の維持管理を行います。 

・ 箕面市シルバー人材センターに委託します。 

清掃箇所 実施内容 回数 

聖苑建物 外部 

除草 年 2 回 

樹木の管理 

 ・消毒 ※ 

 ・施肥（冬季） 

 ・剪定 低木 

      高木 

 

年 3 回 

年 1 回 

年 2 回（春・秋） 

適宜 

霊園 

除草（指定する墓地区画を含む） 年 3 回 

樹木の剪定 

 ・低木刈込作業 

 ・高木 

 

年 1 回 

適宜 

※消毒作業は市内の一般社団法人ぐりーん＆ぐりーんに委託 
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エ） 保安警備業務 

・ 施設の夜間の安全確保と、ご遺族や会葬者の心情に配慮しつつ、安心・安全・快適な空間を提供

するため、機械警備はセコム株式会社、有人警備は株式会社エムケイに委託します。 

業務区分 内容 

機械警備 

①異常感知装置、自動通報装置及び警備員による対応を組み合わせた

機械警備システムを導入します。 

②次の警備に対応し、発見後は適切な対応をします。 

・不審者、不法行為者の早期発見と措置 

・警備対象物件の異常発見、通報及び緊急措置 

・火災の早期発見と初期消火の対処 

・盗難の早期発見と阻止 

・不測事態の防止と阻止 

・警報機器類の正常作動確認、監視及び異常発報時の措置 

③機械警備システム用に警備対象物件に設置された異常感知装置及

び自動通報装置の点検操作を行います。 

有人警備 

（宿直） 

①施設の秩序保持・安全管理のため、毎日 21:00～翌 9:00 まで（休館日

は終日、メンテナンス日は前日の 17:00～翌 15:00 までと併せて）有人警

備を行います。 

②聖苑・霊園の巡回を適宜行います。 

③聖苑・霊園の出入口の鍵の開閉や、入館者の確認等を行います。 

④非常事態が発生したときは、遅滞なく対応します。 

⑤電話の収受、霊安室の使用予約受付等を行います。 

⑥遺族等への対応を行います。 

⑦霊安室の遺体受入準備を行います。ただし、午前 0:00～午前 6:00 ま

での間は、遺体受入は原則行いません。 

⑧宿直室内を清掃します。 

⑨業務日報の作成及び報告を行います。 

 

オ） 駐車場施設管理 

・ 地下駐車場及び正面玄関横駐車場の管理について、南半町自治会に委託します。 

業務区分 内容 

正面玄関横駐車場 

地下駐車場 

・進入車両の駐車場への誘導、整理及び安全確保 

・不法駐車、不法侵入者、不審人物等を発見した場合の注意 

・管理人室及び駐車場内の清掃 

・業務日報の作成及び報告 

 

カ） 備品について 

・ 備品の点検を定期的（１回/年）に行い、良好な状態を保ちます。また、不具合が生じた場合は、随

時補修します。什器・備品等の修繕については指定管理者の負担で実施します。  

・ 貸与備品が経年劣化や破損等に伴い買い換え等の措置が必要となったときは、市に備品の状態

等について報告し、10万円（消費税等を含む）未満の備品については、指定管理者が購入・負担

します。10万円以上の備品が必要となった場合は、市と協議します。  

・ 備品の破棄等の移動が生じた場合は、市に報告します。  

・ 消耗品に関しては欠品による利用者への不便がおこらないよう調達を行います。  

・ 備品台帳及び持込備品管理簿と備品を整理照合し、適切に管理します。 
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・ 貸与備品の一覧は下記のとおりです。 

 

キ） 危機管理体制等 

・ 消防法に基づく消防計画や防火担当責任者・自衛消防隊の隊員に変更が生じた場合は、速やか

に消防本部へ報告します。 

・ 消防設備点検及び消防訓練を実施し、利用者の安全を確保するための適切な防災・安全対策を

講じるとともに、危機管理マニュアルを通じて地震・風水害の大規模災害にも備えます。 

・ 緊急事態発生時に備えた緊急連絡体制表を策定し、箕面市の承認を受けた後、職員全員に配布

するとともに、事務所に常備します。 

・ 大規模災害発生時には、直ちに社長を長とする災害対策本部を立ち上げ、大阪府内外の管理を

受けもった火葬場からの応援体制を構築します。また、本社または支店の技術者を派遣します。 
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ク） 個人情報等の取扱い 

・ 個人情報保護の措置について箕面市職員と同等の義務と責任を負い、また処分の対象となること

を職員に周知徹底し、充分に理解した上で業務に当たります。館長は個人情報保護の管理責任

者として、教育及び管理のチェックを実施します。 

・ 個人情報の保護については、「箕面市個人情報保護条例及び同条例の施行に関する規則」に則

って管理運営を行ない、また関係法令に準じて作成された個人情報保護マニュアルにおいて、個

人情報保護対象物やそれらの管理の仕方を明確にします。 

・ 事務管理用のPC等のセキュリティ、データ持ち出し禁止等を定め、各データ・書類はこのマニュア

ルに従って取扱います。 

・ 個人情報の保管庫は常時施錠します。事務室にも個人情報保護対象物が保管されており、やむ

を得ず無人となる時には、短時間でも必ず施錠することを励行します。 

・ 個人情報保護対象物以外でも、個人情報の記載された不要書類は、遅くともその日のうちにシュ

レッダーで処分します。就業規則にも、業務上知り得た個人情報を他者に漏らすことを禁じる旨を

明記し、懲戒免職の対象とします。 

・ 職員全員がこのマニュアルの内容を十分に理解し、個人情報を含む問合せに安易に回答する事

がないようにします。また、管理責任者の指示の下、個人情報保護士認定を受けた職員が定期研

修を実施し、個人情報保護に対する意識の向上に努めます。 

・ 教育リーダーが抜き打ちの内部監査を行い、個人情報保護の適正運用とマニュアル通りの実施が

なされているかのモニタリングを行います。 

 

ケ） 情報公開 

・ 「箕面市情報公開条例」の趣旨を踏まえて、聖苑・霊園の管理運営に関する情報の公開に努めま

す。 

・ 聖苑・霊園の管理運営に関する文書で、市が保有していないものについても、箕面市情報公開条

例第二十四条に基づき、市が当該情報の提供を求めたときに提出できるよう、書類の整理・管理に

努めます。 

 

コ） 市との間におけるリスク分担に対する考え方 

・ 箕面市と指定管理者の間におけるリスク分担に関しては、指定管理者募集要項、リスク分担表に

従います。また、施設、付属設備等や第三者の身体又は財産に対して負担が生じた場合には、弊

社が加入している指定管理者賠償責任保険で対応します。 
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(5) 聖苑の運営に関する業務 

ア） 利用料徴収業務  

・ 利用料徴収時に利用者に領収書を交付します。  

・ 帳簿を用いて利用料を整理し、徴収した利用料はダブルチェックの上、CDSサービスを利用して安

全・確実な管理をします。 

イ） 利用料の後納、減額及び免除について 

市から利用料の後納、減額及び免除の通知を受けた場合は、利用者に対して、利用料の後納、減

額及び免除の措置を行います。 

ウ） 利用に係る相談に関すること 

エ） 利用に係る案内・受付・貸付 

オ） 火葬証明書の発行に関すること  

カ） 火葬許可証の受理、証明に関すること 

キ） 火葬状況等各種報告に関すること 

ク） 火葬場管理者としての業務について 

墓地、埋葬等に関する法律に基づき、特に下記の項目を遵守します。 

・ 火葬の申請を受けたときは、正当な理由なくこれを拒みません。  

・ 火葬許可証を受理した後でなければ火葬を行いません。  

・ 図面、火葬簿等の図書の管理を行うとともに、火葬を求めた者その他死者に関係ある者の請求が

あった場合は閲覧をさせます。  

・ 火葬を行ったときは、火葬許可証に火葬を行った日時を記入し、署名、押印してこれを火葬を求め

た者に返付します。  

・ 前月の火葬の状況を、毎月5日までに市に報告します。 

(6) その他聖苑の管理運営に関すること  

ア） サービスに関することについて 

・ 公平な運営を行い、特定の団体等に有利あるいは不利になる運営をしません。  

・ 業務中は職務に専念するとともに、服装、言動等に十分注意し、利用者等に不快の念を与えない

ようにします。また、宗教上の中立を保ちます。  

・ 業務の実施に当たっては、名目のいかんを問わず、利用者等から金品等を受領しません。  

イ） トラブル対応に関すること  

・ 利用者及び近隣からの要望や苦情、トラブル等は、迅速、適切に処理し、速やかに市に報告しま

す。  

・ 防犯及び防火の措置をとります。  

ウ） 拾得物・残置物の処理に関することについて 

・ 拾得物は拾得物の台帳を作成し、一定期間適切に保管します。 
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エ） 日常業務  

・ 始業及び終了点検など、施設及び設備に係る日常の業務を行います。  

・ 防犯上、終了時の施錠は施設建物全体を確認します。  

・ 利用者に対し、ゴミの持ち帰りの周知徹底など、衛生環境の確保に努めます。  

オ） 組織体制及び人員配置等 

職 種 資 格 役 職 

館 長 

第一種衛生管理者、危険物取扱者乙種４類、火葬

技術管理士一級、特定化学物質及び四アルキル鉛

等作業主任者、火葬場指定管理者セミナー修了、普

通救命講習Ⅰ、総括火葬技術管理士、他 

総括責任者 

副館長 

危険物取扱者乙種4類、甲種防火管理者、火葬技術

管理士1級、火葬場指定管理者セミナー修了、普通

救命講習Ⅰ 

総括責任者代理 

建物維持管理責任者 

運営職員 
危険物取扱者乙種４類、甲種防火管理者、火葬技

術管理士 1 級、普通救命講習Ⅰ 
防火管理者 

運営職員 
危険物取扱者乙種４類、火葬技術管理士 1 級、個人

情報保護士、普通救命講習Ⅰ 
 

運営職員   

事務職員 普通救命講習Ⅰ  

・ 氏名等の詳細は、別途「業務従事者 選任届」にて報告します。 

・ 館長、副館長を含む運営職員は、受入・火葬・収骨業務をはじめ利用申請受付業務や施設維持

管理等、聖苑・霊園の業務全般に携わります。 

・ 業務を確実に行うために、原則的に事務所に2名、火葬業務に3名配置するものとし、事務所は運

営職員1名と事務職員1名を基本とします。 

・ 火葬業務は、運営職員3名で対応します。 

・ 館長と副館長は同時に休むことの無い体制とし、緊急時や異常発生時に迅速に判断ができる体

制を取ります。 

・ 職員の資質向上を図るため、研修を実施し、必要な知識と技能の習得に努めます。  
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カ） その他施設の管理に関することについて 

・ 市の承認なしに、施設の設備及び備品を第三者に譲渡し、転貸し、又は賃借権その他の使用若し

くは収益を目的とする権利を設定することはしません。  

・ 消耗機材等の購入、各種契約、光熱水費・通信運搬費等の支払いなどすべての事務を行います。  

・ 施設の管理に当たっては、省エネルギー、廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進、環境負荷の低

減に資する物品等の調達（グリーン購入）など、環境に配慮した効率的・効果的な運営を行います。

また、箕面市地球環境保全行動計画に基づき、市が聖苑のエネルギー使用量等の情報を求める

ときは協力します。  

 

5. 箕面市立霊園について  

除草・植木剪定・園内清掃・トイレ清掃ごみ回収・側溝清掃を行います。原則的に外部委託としま

す。 

(1) 霊園における指定管理業務の範囲 

・ 霊園の施設の使用許可及び区画墓地使用権の承継に関する業務 

・ 合葬式墓地への埋蔵に関する業務 

・ 施設全般の維持管理に関する業務 

(2) 霊園における指定管理業務の内容 

・ 一般区画墓地及び合葬式墓地の使用者の募集に伴う案内や使用の受付 

・ 一般区画墓地使用者の選考 

・ 一般区画墓地、合葬式墓地及び記名板の使用の許可に関する業務 

・ 一般区画墓地の使用の取消しに関する業務 

・ 一般区画墓地使用権の承継等に関する業務 

・ 合葬式墓地への焼骨の埋蔵に関する業務 

・ 霊園の施設、設備等の管理に関する業務 

・ 霊園の施設の環境美化に関する業務 

(3) 霊園における管理運営の業務水準 

ア） 毎日行うもの 

・ 施設の開門・閉門（開門7:00、閉門17:30） 

・ 霊園内の巡回、投棄物等の回収 

・ 合葬式墓地等の使用許可申請の受理、使用許可証の交付 

・ 合葬式墓地等の使用料の徴収、領収書の発行 

・ 合葬式墓地へ埋蔵する焼骨の受理 

・ 一般区画墓地における使用権の承継の届出、工作物の設置の届出及び焼骨の埋蔵の届出の受

理 

イ） 期日を定めて行うもの 

・ 一般区画墓地の使用者の募集、使用者の選考 
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6. 特定提案等について  

提案項目 R5 年度 備 考 

第四式場新設 継続運用 R3 年設備対応済 

第一・第二親族控室のシャワー室増設 継続運用 R3 年設備対応済 

第三式場の付帯設備拡充 継続運用 R3 年設備対応済 

第一式場フレキシブル化 継続運用 R3 年設備対応済 

葬儀相談会等広報活動 適宜  

火葬炉設備総合点検 年 2 回 年 2 回  

友引の火葬受付 実施  

予約システム改修 継続運用 R3 年設備対応済 

家具の修繕 継続運用 R4 年設備対応済 

監視カメラ設置による霊園のリモート監視 継続運用 R3 年設備対応済 

霊安案内板の設置 継続運用 R3 年設備対応済 

霊園の墓参代行サービス 継続運用 R3 年設備対応済 

 

7. サービス向上のための取り組みについて 

・ アンケートを実施し、利用者（ご遺族）の意見要望等の収集に努めます。アンケートは利用者（ご遺

族）に返信用封筒付アンケートを直接手渡しし、聖苑利用に関する率直な意見を収集します。 

・ 指定管理者自ら直接葬儀業者から意見を聴取し、平等利用の確保に努めます。 

・ アンケートの意見や苦情は集計後、市に報告し指示を仰ぎます。 

・ 車酔いなどで具合の悪い方へ、濡れタオルを提供します。 

・ 玄関マットを玄関の要所に設置し、水滴・ほこり等が侵入しない対策を実施します。 

・ 大雨時、床が濡れることにより、転倒する会葬者が無いように注意喚起を行います。 

・ 老眼鏡等は受付にて無料で貸し出します。 

・ 職員は救命講習を受講して、緊急時に対応できるよう備えます。 

 

8. 教育プログラム 

研修内容 実施機関 回数 

個人情報保護研修 社内 年 1 回 
火葬炉年次点検研修 社内 年 1 回 
トラブル・苦情対策研修 社内 年 1 回 
消防訓練 社内 年 2 回 
防災教育・訓練 社内 年 1 回 
火葬場管理者研修 日本環境斎苑協会 適宜 
火葬技術管理士通信教育 日本環境斎苑協会 適宜 
救命講習 消防署 適宜 
接遇研修 外部研修機関等 適宜 
人権研修 法務省等 年 1 回 
ハラスメント研修 法務省・厚生労働省 年 1 回 

時期、人選などはその都度検討します。 
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9. 事業報告書等 

年度終了後、5 月末日までに、下記に掲げる事項を記載した報告書を作成し、提出します。  

・ 事業報告書 

・ 経営状況（決算書） 

・ 利用者アンケート集計 
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10. 収支計画（消費税 10％含む） 
 

 
収入の部 

項目 令和 5 年度 

指定管理者委託料 12,650,000 円 

利用料金収入 116,080,400 円 

事業収入 189,307 円 

特定提案収入 18,915,000 円 

収入計 147,834,707 円 

 
支出の部 

項目 令和 5 年度 

人件費 41,445,114 円 

施設管理費 95,131,000 円 

事業費 4,378,000 円 

保険料 1,347,000 円 

諸経費 4,110,593 円 

特定提案準備費 1,423,000 円 

支出計 147,834,707 円 

 
 


